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市街地、都市施設等の震災被害からの復興及び市民生活の再建等を支援する復興業務を

総合的かつ計画的に実施するため、臨時的組織として災害復興本部(以下、「復興本部」とい

う。）を設置。 

復興本部会議での主な決定事項は復興基本方針(以下、「復興方針」という。）及び復興基

本計画(以下、「復興計画」という。）の策定である。 

復興本部運営に係る体制構築として、職員の再配置、臨時職員の雇用を行うほか、必要に

応じて派遣職員の受け入れを行う。 

第 1節 

災害復興本部の設置 
 

■本節に関わる業務の関連フロー 

復興本部の設置 

復興本部会議の 
開催 

派遣職員の受入れ 

復興本部運営に係る
体制構築 

職員の再配置・ 
臨時職員の雇用 

復興計画の策定 

(第１章４節１） 

発災後 1 週間             1 ヶ月           3 ヶ月           6 ヶ月 

復興方針の策定 

(第１章４節１） 

都市復興基本計画の
策定 

都市復興基本方針 
の策定 

(第２章１節２） (第２章３節４） 

 

 

 

：本節の重要項目 

：本節の項目 

：他の節から参照 
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《行動のあらまし》 
● 市街地、都市施設等の震災被害からの復興及び市民生活の再建等を支援する復興業務を総

合的かつ計画的に実施するため、通常の行政組織とは別に、臨時的組織として復興本部を
設置する。 

● 復興本部は、復興業務を長期的視点に立って速やかに、かつ、計画的に実施していくため
の組織体制であり、災害応急・復旧対策を臨時的、機動的に実施するために設置する災害
対策本部とは、その目的と機能を異にするものである。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶震災被害が甚大であり、震災復興施策の迅速かつ計画的
な遂行を図る必要があると認めるとき、災害対策本部長
が復興本部の設置を指示し、被災市街地対応本部が復興
本部に移行 
❷復興本部を設置した旨を速やかに本部構成員、県、隣接
する区市(江戸川区、葛飾区、松戸市、船橋市、鎌ケ谷
市、浦安市)長及び関係防災機関に通知し、住民に周知 

❶復興業務がおおむね終了したと認めるときは、復興本部
長が復興本部を廃止 

❷復興本部を廃止したときは、県等に通知し、住民に周知 

復興体制 
1 節1 

第 1節 災害復興本部の設置 

災害復興本部の設置 

主管課 都市計画課 関係部課 危機管理課、地域防災課 

 

発災 

復興本部の廃止 
【都市計画課､危機管課、

地域防災課】 

復興事業が終了したとき 

復興本部の設置 
【都市計画課､危機管理課、

地域防災課】 

１週間 

 



第 1 章 復興体制の構築 

1－3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事
前
準
備 

◆ 事前に「災害復興本部の設置に関する要綱(案)」（P1-４参照）を作成する。 
◆ 復興本部設置基準を決定する。 
◆ 復興本部会議の設置及び決定事項並びに招集と付議手順等を決定する。 

留
意
事
項 

 

検
討
課
題 

◆ 復興本部の体制を整理する。 
 
 
 

 

この頁で必要な物品 
□地域防災計画 
□住宅地図 
□被害概況調査データ(図面) 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 



第 1 章 復興体制の構築 

1－4 

 
 

市川市災害復興本部設置要綱(案) 

 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、市が震災に伴う復興事業(以下「復興事業」という。)の総合的かつ計画的な

推進を図るため、災害復興本部(以下「本部」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

(設置及び廃止) 

第２条 市長は、復興事業を実施する必要があると認めたときは、本部を設置するものとする。 

２ 市長は、本部を設置した後において、復興事業が終了し、又は本部を設置しておく必要がない

と認めたときは、本部を廃止するものとする。 

 

(所掌事務) 

第３条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。 

一 復興状況の総合的な把握及び連絡調整に関すること。 

二 市内の復興まちづくりに関すること。 

三 被災住民の生活再建の支援に関すること。 

四 産業の再生・振興に関すること。 

五 その他、被災地域及び周辺地域の復興に係る重要事項に関すること。 

 

(本部の組織) 

第４条 本部は、本部長、副本部長、本部構成員をもって組織する。 

２ 本部長は市長の職にある者、副本部長は副市長の職にある者をもって充てる。 

３ 本部構成員は市川市災害対策本部条例第３条第１項に定める被災市街地対応本部に属する職員

を充て、前条第１項第１号、第２号、及び第５号の事務を担うものとする。 

４ 前条第１項第３号及び第４号に定める事務は、市川市災害対策本部条例第３条第１項に定める

被災生活支援本部に属する職員が担うものとし、本部は当該本部と連携を図りながら所掌事務間の

相互調整を行うものとする。 

 

(本部長等の職務) 

第５条 本部長は、本部の所掌事務を統括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

３ 本部構成員は、第３条に掲げる本部の所掌事務を処理するものとする。 

 

(事務局の組織) 

第７条 本部に事務局を置く。 

２ 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって組織する。 

３ 事務局の事務局長は街づくり部長、事務局次長は街づくり部次長の職にあるものをもって充て、

事務局員は街づくり部に属する職員のうちから事務局長が命ずる者をもって充てる。 

 

  

災害復興本部の設置に関する要綱(案) 
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(事務局長等の職務) 

第８条 事務局長は、事務局の事務を掌理する。 

２ 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

３ 事務局の庶務は、事務局員において処理する。 

 

(本部会議) 

第９条 会議は、必要に応じて本部長が招集する。 

２ 会議は、本部長が必要と認めた職員で構成する。 

 

(雑則) 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定めるも

のとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和〇年〇月〇日から施行する。 
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《行動のあらまし》 
● 復興に係る市川市の政策決定については、復興本部が招集する復興本部会議で決定する。 
● 震災復興に関する一連の活動は、被災後間もない応急対策の段階から質的な変化を伴いつ

つ、徐々に進行していくものであるため、復興本部は災害対策本部と緊密に連携、連絡し
ながら復興業務を推進しなければならない。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶「災害復興本部設置時行動要領」に基づき、復興本部運
営体制の構築(資料１-2「災害復興本部設置時行動要領の
主な内容項目例」参照) 

 

❶復興本部長は、復興本部会議を招集・主宰 

❶復興に係る基本方針、事業計画等重要事項を審議 

❶復興本部長は、震災復興施策の進行を管理 

発災 

復興本部会議の招集 
【都市計画課､危機管理課、

地域防災課】 
 

１週間 

復興本部運営に係る 
体制構築 

【都市計画課､危機管理課､ 
地域防災課】 

１週間 

復興本部会議の運営 
【都市計画課､危機管理課、

地域防災課】 
 

随時 

随時 
復興事業の進行管理 

【都市計画課､危機管理課、
地域防災課】 

 

復興体制 
1 節2 

第 1節 災害復興本部の設置 

災害復興本部の運営 

主管課 都市計画課 関係部課 危機管理課、地域防災課 
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事
前
準
備 

◆ 復興本部の設置・運営等を定める「災害復興本部設置時行動要領」の作成(「災
害復興本部の設置に関する要綱(案)」P1-4参照) 

◆ 復興本部の設置や運営に関する訓練を実施する。 
 

留
意
事
項 

◆ 復興本部会議開催場所の候補:災害対策情報収集室(災害対策本部) 
◆ 各部の勤務場所は、原則として通常の執務室とする。 
◆ 災害対策本部の構成員と一部重複しているので、災害対策本部関係会議開催

後、続けて、復興本部関係会議を開催する等、効率的な会議運営に努める。 

検
討
課
題 

 
 
 

 

この頁で必要な物品 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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《行動のあらまし》 
● 復興業務の実施には、通常業務に加えて膨大な事務が相当長期間にわたって発生するため、 

事務量が大幅に増加する部署等に弾力的かつ集中的に職員を配置するなどして対処する。 
● さらに職員が不足する場合には、任期付職員の採用、民間企業等の従業員の採用、OB 職

員の活用等、様々な手法により臨時職員を雇用する等の措置を取り、人的資源の確保に努
める。 

● 復旧・復興業務が長期にわたる場合には、職員のローテーション体制の整備やメンタルヘ
ルスケア等、業務が円滑に継続するような執行体制を確保していく。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶復興業務を推進するうえで、特に業務量が増加する部課
等が生じた場合は、必要となる職員の職種、人数、期間
を精査 

❷精査した結果に基づき、関係部署間で調整を行い、臨時
的に兼務をかけるなど職員の再配置 

❶他の地方公共団体からの職員の派遣等によっても不足を
補うことが困難である場合には臨時職員の雇用を検討 

❶必要に応じて職員のローテーション体制を整備し、長期
にわたる業務が円滑に継続するような執行体制を確保 

❶健康相談室をはじめとするメンタルヘルス対策を実施す
るとともに診療施設の運営により、職員の心身の健康回復
の支援 
 

職員の再配置 
【災害対応事務局】 

１週間 

随時 

職員のローテーション 
体制の整備 

【災害対応事務局】 

復興体制 
1 節3 

第 1節 災害復興本部の設置 

継続的な執行体制の確保 

主管課 災害対応事務局 関係部課  

 

早期 

臨時職員の雇用等 
【災害対応事務局】 

随時 

メンタルヘルスケア等の
健康管理 

【災害対応事務局】 

発災 
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事
前
準
備 

 

留
意
事
項 

 
 
 

検
討
課
題 

 

 

この頁で必要な物品 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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《行動のあらまし》 
● 庁内で必要な人員を確保することが困難な場合には、他の区市町村、県及び国職員の派遣

を要請する。 
● なお、他の地方公共団体において職員が不足し、国や県を通じて職員派遣の要請があった

場合は、可能な範囲で派遣に応じる。 
 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

  

各行動段階の手順と方法 
❶各部が必要とする職員数の調査  

❶あらかじめ相互応援協定を締結している他の地方公共団
体に職員の派遣を要請 

❷派遣職員の配置を決定し、各部署に伝達 
 

被災直後～ 

必要職員数の把握 
【応援・受援班】 

発災 

派遣職員の受入れ 
【応援・受援班】 

随時 

詳細は、「応援受援マニュアル」を参照 

復興体制 
1 節4 

第 6節 人的資源の確保 

受援体制・広域連携体制の検討 

主管課 応援・受援班 関係部課  
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事
前
準
備 

◆ 他の地方公共団体との、相互応援協定を締結する。 

留
意
事
項 

 

検
討
課
題 

◆ 派遣職員等の受け入れ体制を検討する。(資料１-3～6参照) 
◆ 災害の規模に応じて、各復興業務における必要人員を事前にある程度想定して

おく。また、建築職などの専門職員が必要な業務については、特に人員確保を
想定する。 

 
 
 

 

この頁で必要な物品 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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第 1 章 復興体制の構築 

1－13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

余震に伴う二次災害を防止するため、家屋・住家の応急危険度判定と被災宅地危険度判定

を実施する。その後、応急危険度判定の調査結果等を参考として住家被害認定調査を実施

し、それに基づきり災証明書の交付、復興対象地区の設定を実施する。 

社会公共施設等については、危険度判定の実施後、被災度区分判定調査を実施し、施設の

改修、改築の方針を作成する。 

被災者生活実態調査、都市復興状況の把握を実施し、復興に役立てる。 

 

第２節 

被害状況及び復旧・復興状況の把握 
 

■本節に関わる業務の関連フロー 

 

 

 

：本節の重要項目 

：本節の項目 

：他の節から参照 

応急仮設住宅戸数 
の算定 

都市復興状況の 
把握 

被災度区分 
判定調査、方針検討 

り災証明書の交付 

公共施設等 
応急危険度判定 

（第１章３節１） 

※市営住宅の場合 

復興対象地区の 
公表 （第２章２節２） 

（第４章２節１） 

被災者生活実態調査
の実施 

発災後 1 週間             1 ヶ月             3 ヶ月            6 ヶ月 

被災建築物 

応急危険度判定 

被災宅地 
危険度判定 

住家等被害 

認定調査 

※二次災害防止 

※二次災害防止 
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《行動のあらまし》 

● 余震等に伴う家屋・住家の倒壊や落下物・転倒物が引き起こす二次災害を防止するため、
応急危険度判定を実施する。 

● 応急危険度判定士は、建物を当面使用できるか調査し、「調査済」(緑色)、「要注意」(黄
色)、「危険」(赤色)のステッカーを貼る。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶「応急危険度判定実施本部」を設置 
❷「判定実施計画」を作成 
❸応急危険度判定士登録台帳に登録されている市内在住の
地元判定士に参集要請 

❹必要人員が充足されない場合は、県に応援要請 

❶広報等により、応急危険度判定実施についての周知 

❶「判定実施計画」に従って実施 

❶実施日ごとに応急危険度判定の結果を、「被災建築物応急
危険度判定結果集計表」に取りまとめ、被災市街地対応
本部、県に報告 

 

復興体制 
2 節1 

第 2節 被害状況及び復旧・復興状況の把握 

家屋・住家の被害状況の把握 
(1)家屋・住家の応急危険度判定 

主管課 応急危険度判定実施本部 関係部課 被災市街地対応本部 

 

 

 
被災市街地対応本部活動マニュアル「被災建築物応
急危険度判定班 活動内容」参照 
市川市震前判定計画を参照 

 

被災直後～10日間程度 

被災直後～10日間程度 

被災直後～ 

被災直後～ 

発災 

応急危険度判定 
実施体制の整備 

【応急危険度判定実施本部】  

応急危険度判定の広報 
【応急危険度判定実施本部】  

応急危険度判定の実施 
【応急危険度判定実施本部】 

調査結果等の集約 
【応急危険度判定実施本部】  
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事
前
準
備 

◆ 応急危険度判定士の名簿作成・更新、連絡体制の整備を行う。 
◆ 模擬訓練、講習会等を実施する。 
◆ 県や関係団体との連絡訓練を実施する。 
◆ 判定に必要な資機材(地図、建築物一覧、ステッカー等)を整備する。 
 

留
意
事
項 

◆ 被災宅地の判定と同時に行うことが望ましい。 
◆ 特に注意を必要とする被災建築物等は、災害対策本部と協議の上、立入禁止ロ

ープの設置等の適切な措置を講ずる。 
 

検
討
課
題 

◆ 各種被害情報を共有できるようなデータベースの構築を検討する。 
 

 

この頁で必要な物品 
□判定資器材 
□判定士名簿 
□被害状況調査(地図・調査表) 
□家屋被害台帳(電子データ) 
 

□市川市震前判定計画 
□被災市街地対応本部活動マニュアル 
□被災建築物応急危険度判定マニュアル 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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《行動のあらまし》 
● 家屋・住家の被害状況の把握は、市街地復興のあり方を検討する上で必要不可欠であると

ともに、がれき処理計画、応急的な住宅等の供給計画及び住宅復興計画の策定、被災者の
生活再建支援策等の立案及び実施に当たっての重要な基礎資料となる。 

● なお、被災者の生活再建のために必要となるり災証明書の交付に際しては、住家等被害認
定調査により住家の損壊程度を認定する必要がある。 

※住家等被害認定調査に当たっては、内閣府 HP「災害に係る住家の被害認定」を参照 
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶応急危険度判定の調査結果等を参考として、住家等被害
認定調査の方針を立案 

 
 

❶住家等被害認定調査の方針に基づき、調査を実施 
 

復興体制 
2 節1 

第 2節 被害状況及び復旧・復興状況の把握 

家屋・住家の被害状況の把握 
(2)家屋・住家の被害状況の把握 

主管課 予算・調査班 関係部課 
建築指導課 
被災生活支援本部（生活再建支
援班） 

 

地域防災計画４-１-１「市民生活再建支援」参照 

住家等被害認定調査方針
の立案 

【予算・調査班、 
 被災市街地対応本部】 

被災直後～1週間 

1週間～1ヶ月 

住家等被害認定調査の実施 
【予算・調査班､ 
建築指導課】 

発災 
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事
前
準
備 

◆ 家屋・住家の被害状況調査の実施体制を整備する。 
◆ 住家等被害認定調査の事前段階での調査計画の策定と体制の検討(調査員の人員

規模の算出、被害認定調査の実務経験者の活用等)を行う。 
◆ 住家等被害認定調査の応援・受援体制に係るネットワークと体制を構築する。

(他の地方公共団体や関係団体との協定の締結、手続の明確化、資機材や宿舎の
確保、研修講師の養成等) 

◆ 住家等被害認定調査に関する研修等を実施する。 
 
 
 

留
意
事
項 

◆ 作業が大幅に遅れ、復興計画策定作業に影響を生じると見込まれるときは、応急
危険度判定の調査票をもとに被災市街地の建物の被害状況を分析し、実働調査に
代える。 

◆ 調査チームの編成は、建築知識を有する者との編成を考慮する。 
 

検
討
課
題 

 

 

この頁で必要な物品 
□現地用住宅地図 
□整理用住宅地図 
□調査票 
□家屋被害台帳(電子データ) 
□自転車 
□ヘルメット 
 

□筆記用具一式 
□腕章 
□デジカメ 
□傾斜計 
□コンベックス 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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《行動のあらまし》 
● 地震により宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、余震等による二次災害を軽減・防

止し、住民の安全を確保するため、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握して被災した宅
地の危険度を調査し、その結果を宅地の使用者等に知らせる。 

● 宅地造成等規制法第 2 条第 1 項第 1 号に規定する宅地のうち、住居である建築物の敷地
並びにこれらに被害を及ぼすおそれのある土地が対象となる。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶危険度判定実施本部は、判定実施計画に基づき判定を実
施  

 
 

❶広報等により、被災宅地危険度判定実施及びこれに関す
る情報の周知 

 

❶「実施状況報告」を取りまとめるとともに、県に報告 

発災 

被災宅地危険度 
判定の周知 

 

被災直後 

被災宅地危険度 
判定士の派遣 

 

被災後速やかに判定を実施し、 
中地震では 2週間程度以内、 
大地震では 1ヶ月程度以内に終了する。 

 

調査結果等の集約 
 

復興体制 
2 節1 

第 2節 被害状況及び復旧・復興状況の把握 

家屋・住家の被害状況の把握 
(3)被災宅地の危険度判定 

主管課 応急危険度判定実施本部 関係部課  

 

判定直後 被災市街地対応本部活動マニュアル「被災宅地危険度
判定班 活動内容」参照 
実施本部業務マニュアル参照 
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事
前
準
備 

◆ 被災宅地危険度判定士の名簿作成、連携体制の整備、研修を行う。 
◆ 被災危険度宅地判定士の集合場所、判定拠点等を事前に指定しておく。 
 

留
意
事
項 

 
 
 

検
討
課
題 

 
 

 

この頁で必要な物品 
□被災市街地対応本部活動マニュアル 
□実施本部業務マニュアル 
□判定資機材 
□ 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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復興体制 
2 節2 

第 2節 被害状況及び復旧・復興状況の把握 

公共施設等の被害状況把握等 

主管課 各施設所管課 
応急危険度判定実施本部 関係部課 災害対策本部、被災市街地対応

本部、設計監理課 
 
《行動のあらまし》 
● 被災後、住民が生活、利用する公共施設等については各施設所管課が応急危険度判定実施

本部へ応急危険度判定の実施を要請し、判定を実施する。必要な場合は施設管理者の責任
において施設の継続使用による二次災害防止の措置を講じる。 

● 応急危険度判定による緊急的対応を講じた後、引き続き被災度区分判定調査を実施するこ
とにより施設・設備の損傷の程度・状況を的確に把握し、補強、補修あるいは取壊しの必
要性について判断する。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各行動段階の手順と方法 
❶施設管理者は、管理する市有施設の被害状況を調査し、
建物等の被害概況について、災害対策本部に報告 

❷災害対策本部は、施設の被害概況をまとめ、県災害対策
本部に報告(「公共施設等の被害状況把握(市有建築物被
災度調査)の流れ図」P1-22参照) 

❶施設管理者は、応急危険度判定の実施の要否を決定 
❷応急危険度判定の実施を応急危険度判定実施本部に要請 

❶ 調査優先順位に従い、公共施設等の応急危険度判定を実
施 

 

❶施設管理者は、建築物等の被害の状況及び応急危険度判
定の結果を踏まえ、被災度区分判定調査を実施すべきか
否かについて決定 

❷要被災度区分判定実施施設リストを作成 

❶作成したリストに基づき、被災度区分判定調査を実施 
❷被災度区分判定調査は、「震災建築物の被災度区分判定基
準及び復旧技術基準」(国土交通省住宅局建築指導課)に
基づき実施 

❸判定結果に基づき、施設の改修、改築等の実施計画を作
成 

 

 被災市街地対応本部活動マニュアル「被災建築物応
急危険度判定班 活動内容」参照 
市川市震前判定計画 参照 

2週間程度～2ヶ月以内 

被災度区分判定調査の 
実施、方針検討 
【設計監理課、 

  各施設所管課】 

1週間 

被災度区分判定 
実施体制の整備 
【各施設所管課】 

発災 

公共施設等の応急危険度判
定実施の要請 

【各施設所管課】 

被災直後 

応急危険度判定実施 
 

被災直後～3日 

公共施設等の被害把握 
【各施設所管課】 

被災直後～2ヶ月 
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事
前
準
備 

◆ 公共施設等のリストを作成する。(建設年度、改修履歴、経年劣化等) 
◆ 初期活動は施設管理者が判断するため、施設の棟数や必要調査人員の設定をして

おく。 

留
意
事
項 

◆ 被災度区分判定は、設計監理課が担当して専門技術者を派遣して行う。 
◆ 避難所等に使う施設については優先して調査、判定、応急復旧を行う。 
◆ 初期活動は施設管理者が判断するため、施設の棟数や必要調査人員の設定をして

おく。 
 

検
討
課
題 

 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 

 

この頁で必要な物品 
□被災市街地対応本部活動マニュアル 
□市川市震前判定計画 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
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災害対策本部における被害概況把握 

 

公共施設等の被害状況把握(市有建築物被災度調査)の流れ図 
 

 

  

公共施設等の被害状況把握（市有建築物被災度調査）の流れ図 
 

〔地震発生〕 
（被災直後） 
千葉県災害対策本部設置 
市川市災害対策本部設置 
 
（被災 3日以内） 
要実施施設リストの作成 
優先順位に従い、応急危険度判定実施 
調査日毎に判定結果の集計 
調査日毎に災害対策本部に報告 

応急危険度判定の実施［P1-20］ 
（応急危険度判定実施本部） 

公共施設等の被害状況集約 
[P1-20] 

 
（被災後１週程度） 

公共施設等の復旧状況の
集約 
改築・改修等実施計画の
策定 
財政需要見込みの集計 

土地の確保調整 
[P1-48] 

（移転場所、仮移転場所） 

移転 
改築 

 
現地 
改築 

改修・修理 継続使用 

要注意 危険 
（使用・立入禁止） 

安全 

（学校） 
避難所と
して開設 

要補修 要補強 要取壊し 

応急補強・補修 

被災度区分判定の実施[P1-20] 
（設計監理課） 
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《行動のあらまし》 
● 住民の被災前後の生活状況及び今後の意向等を把握するため、避難所滞在者、自宅残留者、

市外への避難・流出者等の全被災者(世帯)を対象とした被災者生活実態調査(被災者セン
サス)を実施する。 

● この調査結果は応急仮設住宅の必要戸数算定等にも使うため、必要に応じてフォロー調査
を行い、生活再建状況等を把握する。 

● なお、調査担当者は、調査項目以外であっても特に気づいたことがあれば、これを関係各
方面に連絡し、必要な措置をとるように努める。(資料１-9「建物、宅地等に関する調査
概要」参照)  

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶県と調整し、調査項目・調査票様式及び集計フォーマッ
トを決定(「被災者生活実態調査（兼地域福祉需要基礎調
査）の実施方法〔案〕P1-27、「被災者生活実態調査（兼
地域福祉基礎需要調査）」P1-28、「被災者生活実態調査
（兼地域福祉需要基礎調査）報告書」P1-29参照) 

❷調査員の任命・調査拠点など実施体制を構築 
❸実地調査については、必要により、地域福祉需要調査と
一体のものとして実施 

 
❶福祉班等と連携し、被災者生活実態調査を実施 
❷応援職員に対し、調査の手順について周知徹底 
❸必要に応じてフォロー調査を実施 
 

❶調査結果は、家屋被害状況や住家調査のデータとともに
蓄積し、データベース化(被災世帯データベース) 

❷集計フォーマットに従って調査結果を蓄積し、県に報告 
❸被災者台帳を作成している場合には、調査結果を被災者
台帳へ反映 

 
❶住民からの相談状況や被災者支援団体等からの情報等を
把握し、住民生活の再建状況等及び問題点について整理
した後、必要に応じて県に情報提供 

❷被災者台帳を作成している場合には、要請に基づき県の
関係部局に情報提供 

❸復興本部は、各部課の支援施策の適用状況を集約し、復
興計画・施策の進行管理を実施 

 

発災 

被災者生活実態調査の 
実施 

【被災生活支援本部】 

１週間～１ヶ月 

被災者生活実態調査の 
実施準備 

【被災生活支援本部】 

１週間 

 

調査結果の集約 
【被災生活支援本部】 

１ヶ月 

復興体制 
2 節3 

第 2節 被害状況及び復旧・復興状況の把握 

住民の被害・被災後の生活状況の把握 

主管課 被災生活支援本部（生活再建支
援班） 関係部課 被災生活支援本部（市民要望受

付班、福祉班）、災害対応事務局 
 

生活再建状況等の把握・
施策の進行管理 

【被災生活支援本部・ 
災害対応事務局】 

 

随時 
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事
前
準
備 

 

留
意
事
項 

◆ 被災者生活実態調査(兼地域福祉需要基礎調査)は、各種相談業務等に活用する
ため、「被災世帯データベース」を構築する。 

◆ 調査の手法(避難所での聞き取り、自宅等への訪問、郵送等)により体制が大き
く変わることに留意する。 

◆ 調査が長期にわたる場合は、その時点の市の組織編成に合わせて体制を組みな
おす。 

◆ 障がいのある方や外国人等への調査にあたっては配慮する。 
◆ 市民生活の再建状況を把握するための調査は、６ヶ月、１年、３年、５年とい

う単位で実施する。(フォロー調査) 
 

検
討
課
題 

◆ 事前に調査体制について検討しておく。 
◆ 調査票案作成とデータベース構造を検討しておく。 
◆ 被災世帯データベースと、被災者台帳との連動性について検討する。 
   
 

 

この頁で必要な物品 
□調査票 
□筆記用具一式 
□腕章 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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住民被害等の実態調査体系(案) 

  

家屋被害状況調査[P2-12] 
調査内容 
住家 ：全壊、半壊等の棟数及び 

これに居住していた者の数、世帯数 
非住家：全壊、半壊等の棟数 
 

住家等被害認定調査[P1-16] 
（全壊・大規模半壊・半壊・半壊に至
らない） 
（全焼・半焼） 

り災証明書交付[P1-34] 

被災者生活実態調査(兼地域福祉需要基礎調査)[P1-24] 
調査内容 
世帯主の状況、世帯家族の状況、世帯の住宅状況 
今後のすまいや生活の意向 
現在困っていること これからの生活で不安なこと等 

地域福祉需要調査(詳細調査)※ 
 障がいの状況(等級等)、 
 日常生活動作能力の状況、 
 介護者、保護者の有無・状況 
 医療の必要性 
 保健福祉サービス、施設入所の必要性 

関連調査 (施設入所者状況調査) 
(施設通所者状況調査) 
(学校生徒状況調査) 

その他の調査 事業所被害概況調査※ 
       定期的な事業所被害・復興状況調査※ 
       雇用状況調査※ 

障がい者、高齢者、その他の要配慮者の有無 
 

 
参照データ 
 住民基本台帳 
 外国人登録情報 
 

出力データ 
各種集計表 
被災者リスト 
 

参照データ、出力データ 
住宅地図、GIS 
地区別被害台帳 

参照データ 
障害者手当受給者台帳 
障害者手帳交付台帳 
乳幼児医療助成対象者
リスト等 

住民被害等の実態調査体系（案） 
 

※今後を検討する「生活
の復興」、「産業の復
興」の中で作成する。 
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被災者生活実態調査(兼地域福祉需要基礎調査)の実施方法(案) 
 

 

被災者の居所 
(従前居住市町村) (他の被災市町村) (被災地域外) 

避難所滞在世
帯調査 

避難所が所在する市町
村の調査員による聞取
り調査 

避難所が所在する市町
村の調査員による聞取
り調査 

避難所開設を依頼した
市町村調査班による聞
取り 

応急的住宅入
居者調査 

入居応募時に窓口で確認調査 

自宅等残留者 
実態調査 

調査班員による訪問聞
取又は郵送による調査 

 

疎開者等実態
調査 

 連絡先の申し出又は調査を受け、返送封書つきで
郵送 

 
  

被災者生活実態調査（兼地域福祉需要基礎調査）の実施方法〔案〕 
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被災者生活実態調査(兼地域福祉需要基礎調査) 
 
  

被災者生活実態調査（兼地域福祉基礎需要調査） 
 

市外に移りたい 市内に住み続けたい 
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被災者生活実態調査(兼地域福祉需要基礎調査)報告書 

 

  

被災者生活実態調査（兼地域福祉需要基礎調査）報告書 
 

市外に移りたい  

市内に住み続けたい 
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《行動のあらまし》 
● 被害状況の把握と応急的な対応が一段落した後、本格的な復旧・復興への取組が進められ

ることとなる。市街地や住宅の復興過程においては、復興の進捗状況を適宜把握して、復
興計画の適切な進行管理を行い、新たに生じた問題への早期対応を図る必要がある。 

● 住宅や施設等、まちの復興状況を把握するには、目視等により面的に把握する方法と、建
築確認受理状況から把握する方法とが考えられる。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶建築物の建築等に関する申請及び確認の状況について、
一定の期間毎に集約・整理 

 

❶復興対象地区区分を指定した場合、その地区区分毎に市
街地復興の状況を把握 

 

❶各部課は、所管する生活関連施設の復旧・復興状況を把
握し、復興本部に報告(資料１-9「建物、宅地等に関する
調査概要」、資料１-10「大地震発生後の 4つの建物被害
調査の実施の流れ」参照) 

❶復興本部は、復旧・復興の進捗状況を把握し復興施策及
び計画の進行管理を実施 

❷問題が生じた場合は、適切な措置が講じられるよう全体
調整 

発災 

都市復興状況の把握 
【都市計画課】 

1ヶ月～ 

建築確認申請受理状況の
把握集約 

【建築指導課】 

被災後～ 

 

生活関連施設の 
復旧・復興状況の把握 
【各施設所管課】 

1ヶ月～ 

復旧・復興施策、 
計画の進行管理 
【都市計画課】 

随時 

復興体制 
2 節4 

第 2節 被害状況及び復旧・復興状況の把握 

まちの復旧・復興状況の把握 

主管課 都市計画課 関係部課 建築指導課、各施設所管課 
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事
前
準
備 

◆ 調査内容と調査方法を検討しておく。 

留
意
事
項 

◆ 被災者の生活状況などもあわせ、適切な復興状況の管理を適宜行う。 

検
討
課
題 

 
  
 

 

この頁で必要な物品 
□建築確認データ 
□都市復興データ 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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住家被害認定調査に基づき、り災証明書を交付する。 

り災者支援を効率的に実施するため、被災者台帳を作成する。 

なお被災者台帳は、本人の同意等を条件として、他の地方公共団体や外部機関などへの提

供が可能となっている。 

第３節 

り災証明書の交付 
 

■本節に関わる業務の関連フロー 
発災後 1 週間             1 ヶ月            3 ヶ月            6 ヶ月 

被災者台帳作成 
調整会議の開催 

（第１章２節１） 

住家等被害認定 

調査 

り災証明書の交付 

被災者台帳の作成 

応急危険度判定 

被災宅地 
危険度判定 

（第１章２節１） 

（第１章２節１） 

他地方公共団体への
台帳情報提供 

本人同意を得た 
台帳情報提供 

本人への 
台帳情報提供 

※外部機関へ 

 

 

 

：本節の重要項目 

：本節の項目 

：他の節から参照 
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《行動のあらまし》 
● り災証明書交付を円滑に実施するため、関係機関による「り災証明書交付に関する調整会

議」を開催し、住家等被害認定調査の実施状況やり災証明書交付の準備状況等を確認する。 
● また、住家等被害認定調査結果に加え、航空写真等の必要データを収集し、り災証明書を

交付する体制を整備する。 
● 被災者から申請が出されたときは、被災者等の立会いを要請し、住家被害認定調査を実施

する。 
※「災害に係る住家被害認定業務実施体制の手引き(平成 30年３月)」参照 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶関係機関による「り災証明書交付に関する調整会議」を
開催し、住家等被害認定調査等の実施状況やり災証明書
交付の準備状況等を確認 
(資料１-9～11参照) 
 

❶応急危険度判定や家屋被害状況調査、住家等被害認定調
査等の実施状況、航空写真、り災証明書交付に必要なデ
ータを収集 

❷交付方針を決定 
❸り災証明書交付会場を確保し、交付に必要な資機材を準
備 

❹り災証明書交付手続について、広報紙や市公式webペー
ジ等で広報 

❶申請により実施された住家等被害認定調査の結果に基づ
き、り災証明書を交付 
(資料１-12、13参照) 

 

復興体制 
3 節1 

第 3節 り災証明書の交付 

り災証明書の交付 

主管課 予算・調査班 関係部課  

 

り災証明書交付のための 
準備 

【予算・調査班】 

1ヶ月以内 

地域防災計画 4-1-1「市民生活再建支援」参照 

り災証明書の交付に関する
調整会議開催 

【予算・調査班】 

3日～ 
 

 

発災 

り災証明書の交付 
【予算・調査班】 

準備ができ次第 
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事
前
準
備 

◆ 防災、都市計画、建築、課税、住民、福祉等の関係課及び消防署等との連携及
び「り災証明書交付に関する調整会議」の設置に係る検討を事前に行う。 

◆ り災証明書交付のためのシステム整備を行う。 
◆ り災証明書関係様式を準備する。 
◆ り災証明書交付体制を検討する。 
◆ り災証明書交付会場を事前に指定する。 
◆ 火災による焼失に関するり災証明書は、所轄消防署が交付する。これについ

て、消防署の各出張所で交付できるよう調整しておく。 
◆ 証明内容について不服があるときの処理について、再調査の実施を調整してお

く。 

留
意
事
項 

◆ 臨時市民相談室との連携に留意する。 
◆ 交付方針には以下の内容を掲載する。 

①交付方法 
②交付対象者(市内に居住もしくは物件を所有している方) 
③交付時期  

検
討
課
題 

 
 
 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 

 

この頁で必要な物品 
□住家の公的被害認定調査データベース 
□り災証明交付申請書書式 
□り災証明書書式 
□ 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
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家屋・住家被害に関する調査等の流れ（案） 
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第 1 章 復興体制の構築 

1－38 

《行動のあらまし》 
● 被災者支援について「支援漏れ」や「手続の重複」をなくし、中長期にわたる被災者支援

を総合的かつ効率的に実施するため、災害対策基本法(以下、「災対法」)第 90条の 3に基
づき、個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮事項等を一元的に集約した被災者台帳を
作成する。 

● 各自治体は、被災者の援護のため必要な限度で、被災者台帳の情報提供を行う。 
 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶関係部署による「被災者台帳作成に関する調整会議」を
開催し、応急危険度判定や家屋被害状況調査、住家被害
認定調査等の実施状況を確認  

❶被災者台帳の作成に必要な要員を確保 

❶個々の被災者の被害状況(応急危険度判定や家屋被害状況
調査、住家等被害認定調査等の結果)や支援状況(り災証
明書の交付状況や被災者生活再建支援金等の給付状況)に
基づき情報を登録し、被災者台帳を作成 (災対法第 90条
の 3) 

❶関係地方公共団体等に対して、被災者台帳整備に必要な
情報の提供を依頼し、情報の入手(災対法第 90条の 3第
4項) 

❶県や他の地方公共団体からの台帳情報提供の要請に対し
て、被災者の援護のために必要な限度で、情報提供が可
能(災対法第 90条の 4第 1項第 3号) 

発災 

被災者台帳作成体制の整備 
【災害対応事務局】 

 

１週間 

被災者台帳作成に関する 
調整会議の開催 

【災害対応事務局】 

3日間 

 

被災者台帳の作成 
【災害対応事務局】 

 

情報提供依頼 
【災害対応事務局】 

 

１週間 

他の地方公共団体への 
台帳情報の提供 

【災害対応事務局】 
 

1ヶ月 

１週間 

復興体制 
3 節2 

第 3節 り災証明書の交付 

被災者台帳の作成 

主管課 災害対応事務局 関係部課  
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事
前
準
備 

◆ 被災者台帳の掲載・記録項目の整理(災対法第 90条の 3)を行う。 
◆ 情報保有部署の把握と調整(情報の保有形態、制度の周知と了承等)を行う。 
◆ 全体調整を行う関係部署の把握と調整を行う。 
◆ 被災者台帳関係部署による会議を設置する。 
◆ 作成手順、被災者台帳共有及び活用ルールを策定する。 
◆ 市幹部への説明、職員及び住民へ周知する。 

留
意
事
項 

◆ 県や他の地方公共団体からの台帳情報提供の要請に対して、被災者の援護のた
めに必要な限度で、情報提供が可能(災対法第 90条の 4第 1項第 3号)である。
なお、本人同意は不要である。 

◆ 外部機関からの被災者台帳情報提供の要請に対しては、被災者援護のために必
要な限度で、本人の同意があるときに限り可能である。 

 

検
討
課
題 

 
 
 

 

この頁で必要な物品 
□各種被害調査結果 
□地域防災計画 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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復興本部は、復興後の住民生活や市街地形成のあるべき姿、その実現に至る基本的戦略を

明らかにする復興方針を策定する。 

復興方針に基づき、復興計画及び都市復興などの分野別の復興計画を策定し、必要に応じ

て見直しを行う。 

第４節 

復興基本方針及び復興基本計画の策定 
 

■本節に関わる業務の関連フロー 
発災後 1 週間             1 ヶ月          3 ヶ月          6 ヶ月 

復興本部の設置 

復興本部の運営 

復興計画の策定 

（第１章１節１） 

復興方針の策定 

都市復興基本計画の
策定 

都市復興基本方針 
の策定 

（第２章１節２） （第２章３節４） 

（第１章１節２） 

復興計画の 
実施・見直し 

 

 

 

：本節の重要項目 

：本節の項目 

：他の節から参照 
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《行動のあらまし》 
● 復興本部は速やかに、復興後の住民生活や市街地形成のあるべき姿及びその実現に至る基

本的戦略を明らかにする復興方針を策定し、公表する。 
● この方針に基づき、復興本部は、復興計画及び都市復興などの分野別の復興計画を策定す

る。 
● 復興計画は復興に係る市川市の最上位計画として位置づけられるものであるところから、

作成過程において広く住民等の声を聴き、その意見を反映する。 
 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各行動段階の手順と方法 
❶復興方針、復興計画を策定するための体制を確立 
❷復興計画の策定に係る総合調整等は、復興本部が中心と
なって推進 

 
 
❶被災後、国が定める復興基本方針(県が復興方針を定めた
場合には県復興方針も含む)に即し、復興に係る市川市の
復興方針原案を作成 

❷復興方針案を作成し、復興本部会議等で審議 
❸復興方針を決定し、公表(資料１-14「復興基本方針の想定
項目」参照) 

 
 
❶復興方針に基づき各部課において原案を作成し、復興本
部で調整 

❷復興本部は計画案をとりまとめ、住民等に提示し、意見
募集 

❸復興計画を決定し、公表(資料１-15「復興基本計画の骨
格となる項目」参照) 

 
 
❶迅速かつ着実な復興の実現に向け、復興計画の進捗状
況、被災地域における復興の状況、住民・外部有識者の
意見等を踏まえ、復興計画の検証・見直し 

 
 

復興体制 
4 節1 

第 4節 復興基本方針及び復興基本計画の策定 

復興基本方針及び復興基本計画の策定 

主管課 都市計画課 関係部課 危機管理課、地域防災課、企画
課 

 

発災 

復興方針の策定 

 

被災後 6ヶ月 

計画策定体制の構築 
１週間 

 
復興計画の 

実施・検証・見直し 

計画実施後～ 

被災後 2週間程度 
(※国の復興基本方針及び県の復興方針 
が定められた場合には、 
同方針が定められた後、3週間程度) 

復興計画の策定 
【都市計画課、危機管理課、 

地域防災課、企画課】 
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事
前
準
備 

◆ 震災復興に係る方針案の概要を検討する。 
◆ 復興計画の骨格や計画策定スケジュールの想定(「復興計画策定スケジュール想

定」P1-45、資料１-15「復興基本計画の骨格となる項目」参照) 

留
意
事
項 

◆ 国・千葉県の復興方針、復興計画と整合と保つように調整する。 
◆ 都市計画等に関わる都市復興基本計画(骨子案)との整合を図る。 
◆ 大規模災害からの復興に関する法律(以下「復興法」という。)に基づく復興計

画を策定する際には、記載項目を確認するとともに、公聴会の開催その他の意
見を反映させるための措置を必ず講じる。(復興法第 10条) 

◆ 都市復興などの分野別の復興計画は、市全体の復興計画との整合性を配慮して
策定する。 

検
討
課
題 

◆ 市民への広報の仕方を検討する。 
 

 

この頁で必要な物品 
□市川市総合計画 
□市川市都市計画マスタープラン 
□国・県の基本方針 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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震災復興に関する方針・計画等体系図 

 

 

  

市策定：任意計画 

国 

都
市
復
興
基
本
計
画 

住
宅
復
興
計
画 

産
業
復
興
計
画 

・・・・・ 

○
○
地
区
復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画 

○
○
地
区
復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画 

○
○
地
区
復
興
ま
ち
づ
く
り
計
画 

※復興法に基づく方針・計画は、「（法定）」が対象となる。 

震災復興に関する方針・計画等体系図 

復興方針（任意） 

 ※都市復興基本方針がこの方針の一部を構成 

市 

県復興計画 

（任意） 

復興基本方針 

（法定） 

県復興方針 

（法定） 

県 

復興計画 

（法定） 

市 県 
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※復興法に基づき国が復興基本方針を定めた場合を想定   は法定手続き 

時 期 市 県 国 

事  前 
・復興方針の概要の検討 
・復興計画の骨格や計画策定スケジュ
ールの想定 

 
 

発  災 
1週間後まで 

 
 
 
 
 
 
 
 

国復興基本方針決定後 
3週間程度 

 
 
 
 

1～2ヶ月 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4～5ヶ月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6ヶ月 

・災害対策本部設置 
・復興本部設置  
 
 
 
 
・県復興方針原案照会に対する意見集
約 

 
 
・国の復興基本方針及び県復興方針に
即して市復興方針を策定 

 
・復興本部会議等で審議 
 
 
 
・復興計画理念等決定 
 
・計画の策定方針を各部に通知 
 
・各部課に計画原案作成依頼 
 
・各部課から計画案提出 
 
・復興計画原案作成 
 
・県へ照会。意見集約 
 
・公聴会の開催その他の住民の意見を
反映させるための必要措置 

 
・分野ごとの計画との調整 
(分野ごとの計画の進捗状況と合わせ
て随時) 

 
・県の復興計画との調整 
・国との調整 
 
・復興計画策定 
(復興本部会議審議→本部長決定) 
・公表 

・災害対策本部設置 
・復興本部設置 
 
・復興基本方針に即して復興方針原
案を作成 

 
・復興方針原案につき市町村に意見
照会 

・市町村から意見受領 
 
・関係市町村に通知、内閣総理大臣
に報告の後、内外に公表 

 

 
 
・復
興基
本方
針を
決定 

 

  

復興計画策定スケジュール想定 
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救出・救援部隊の活動拠点等、緊急に必要とされる用地を確保するとともに、被災
地域において緊急に使用された用地の利用状況を把握する。 
今後の復興業務に向けて、各分野にわたる用地需要を総合的に集約して、用地確保
利用計画を策定する。 

第５節 

用地の確保･調整 
 



第 1 章 復興体制の構築 

1－48 

《行動のあらまし》 
● 被災直後の避難誘導や緊急救助等の活動やその後の復旧・復興事業を円滑に実施するため、

速やかな被害概況の把握と必要なオープンスペースの確保を図る。 
● また、各分野にわたる用地需要を総合的に集約・整理して事前に作成した用地調整方針

（資料 1-18「事前用地調整方針の例」参照)に基づき、計画的な用地等の確保・調整を行
う。 

 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶被害概況を速やかに把握し、救出・救助部隊の活動拠点
等、緊急に必要とされる用地を確保するとともに、広報
等により情報提供を実施。また、被災地域において、避
難場所、野外受入施設の設置場所等として緊急に使用さ
れた用地の利用状況を把握(資料 1-17「震災後対策に必
要な用地の例」参照) 

❶被害の概況とオープンスペース等利用計画などを参考
に、必要に応じて現地調査を実施した上で、応急対策や
復興対策などの使用目的毎に、面積、使用予定期間、所
在地等を明らかにした「用地確保利用計画」を作成し、
県災害対策本部に報告 

❶用地使用状況の集約・整理及び需要・供給に係る県との
調整を継続的に実施 

 
 

発災 

用地需要の集約と 
用地確保利用計画の策定 
【災害対応事務局、 
災害復興本部】 

被災後～2週間 

緊急に必要とされる用地
の確保とその利用状況の

把握 
【災害対応事務局、 

 被災市街地対応本部】 
 

被災直後～ 

2週間～随時 
継続的な用地の確保・調整 
【災害対応事務局、 
災害復興本部】 

復興体制 
5 節1 

第５節 用地の確保･調整 

用地の確保・調整 

主管課 災害対応事務局、復興本部 関係部課  
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事
前
準
備 

◆ 災害対策の用途別に必要な用地を事前に把握する。(資料１-16～18参照) 
◆ 土地の一時使用に係る契約書(案)の検討を行う。 
◆ 候補地となる空き地のリストを作成する。 
◆ 各分野にわたる用地需要を整理した用地調整方針を事前に作成する。 
 

留
意
事
項 

◆ 用地確保利用計画には、優先順位、利用目的、利用面積、利用期間、必要な設
備、その他について記載する。 

◆ 地域協働復興で利用が図られる用地については、地域の復興協議会の意向も留
意する。 

検
討
課
題 

◆ 民有地の借上げ(一時使用)について検討する。 
◆ 応急復旧・復興対策等に伴う全体的な用地利用調整について訓練等を行って手

順等を検討しておく。 
 

 

この頁で必要な物品 
□公有地リスト 
□空地リスト 
□利用状況報告書 
□デジカメ 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 



第 1 章 復興体制の構築 

1－50 

  



第 1 章 復興体制の構築 

1－51 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

速やかに暫定的な仮置き場について検討する。 
被災後 1ヶ月を目途に、災害廃棄物処理実行計画を策定する。 
計画内容を関係者に周知し、適切な処理を推進する。 

第６節 

がれき等の処理 
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《行動のあらまし》 
● 震災により発生するがれきや家具・什器等の廃棄物を適正に処理するため、的確な状況把

握に基づき「災害廃棄物処理実行計画」を策定する。 
● その後、速やかに、がれき等の処理並びに家屋等の解体・撤去及び処理・処分に関する方

針、手続等を住民及び関係者に周知し適切な処理を推進する。 
 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶発災後、速やかに家屋被害等の被害状況を確認 
❷把握した被害状況等に応じて暫定的な仮置き場について
検討 

 
 
❶災害廃棄物の発生量(総量)や処理見込み量(処理区分別)の
推計(災害廃棄物処理計画で推計した発生量・処理見込み
量を実際の被害状況をもとに再推計) 

❶人的資源、仮置き場、施設等の処理能力について確認 

❶処理方法の検討・スケジュールの設定 

❶災害廃棄物処理実行計画を策定 
➋災害廃棄物処理実行計画に従い、処理の実施 
 

❶処理の進捗に応じて災害廃棄物処理実行計画を適宜見直
し 

災害廃棄物処理計画を参照 

発災 

災害廃棄物の 
発生量等の推計 

【循環型社会推進課】 
 

被災直後～2週間程度 

被害状況の把握とがれき等
の暫定的な仮置き場の検討 
【循環型社会推進課】 

被災直後～2週間程度 

数週間程度 

人的資源等 
処理能力の確認 

【循環型社会推進課】 
 

1ヶ月以降 

処理方法の検討と 
スケジュールの設定 
【循環型社会推進課】 

 
災害廃棄物処理実行計画の

策定・実施 
【循環型社会推進課】 

被災直後～2週間程度 

随時 
災害廃棄物処理実行計画の 

見直し 
【循環型社会推進課】 

復興体制 
6 節1 

第 6節 がれき等の処理 

がれき等の処理 

主管課 循環型社会推進課 関係部課  

 



第 1 章 復興体制の構築 

1－53 

 

 

 

 

 

 

 

  

事
前
準
備 

◆ がれき等の処理に必要な用地を把握・確保しておく 
◆ 連絡体制を整備する(県循環型社会推進課や県内協定市町村、協定団体等との連

絡体制) 
◆ 震災規模に応じたがれき等の発生量予測の検証をしておく。 

留
意
事
項 

◆ リサイクルについて検討するとともに、最終処分については県と調整する。 
◆ 本市だけでのがれき等の処理が困難な場合は、協定に基づき県や隣接する自治

体に応援を求める。 

検
討
課
題 

◆ ストックヤード(一時仮置き場等)の適地について検討する。 
◆ 民間処理事業者との連携について検討する。 

 

この頁で必要な物品 
□災害廃棄物処理計画 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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復興に係る情報を整理し、迅速かつ的確に住民に提供する。 
震災発生後速やかに、臨時市民相談室を開設する。 
第一次建築制限に伴い、復興相談所を設置し、臨時市民相談室は復興相談所に拡充
する。 

第７節 

広報･相談体制 
 



第 1 章 復興体制の構築 

1－56 

 

《行動のあらまし》 
● 復興に係る以下の情報を整理し、迅速かつ的確に住民に提供する。 
   ①行政の方針や具体的な施策に係る情報 
   ②被災地域の生活関連情報 
   ③その他輻輳する各種の情報 
 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶復興施策の内容及び実施状況、生活関連情報等を整理
し、広報紙、市公式webページ、SNSなどの自主広報
媒体を活用して必要な広報及び情報提供を実施 
 

❶復興施策の内容及び実施状況、生活関連情報等のうち、
住民に提供する必要があると認めるものを報道機関に発
表 

❶被害が甚大で独自の広報活動が不可能となった場合は、
県の広報媒体での情報提供を依頼 

発災 

報道機関への情報提供 
【広報・業務継続班】 

復興本部設置以降 

自主広報媒体等の活用 
【広報・業務継続班】 

復興本部設置以降 

県との連携 
【広報・業務継続班】 

復興本部設置以降 

 

 

 

復興体制 
7 節1 

第 7節 広報･相談体制 

復興関係広報の実施 

主管課 広報・業務継続班 関係部課  
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事
前
準
備 

 

留
意
事
項 

◆ 市外に避難した住民への情報提供のために避難先の自治体に協力を求める。 
◆ 広報番組については放送内容を変更し、広報紙については臨時発行する等、タ

イムリーな広報について考慮する。 

検
討
課
題 

◆ 災害時の公報等の配布手順を検討する。 
◆ 市外に避難した住民への周知方法を検討する。 
 

 

この頁で必要な物品 
□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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《行動のあらまし》 
● 被災者の要請にきめ細かく対応するとともに、必要な情報を総合的かつ一元的に提供する

ことが重要であることから、震災発生後、速やかに臨時市民相談室を開設する。 
● また、復興業務の本格化に応じて、可能な限り早期に庁内で連携を図り、総合的な相談業

務を開始する。 
● 臨時市民相談室は経済的支援や住宅再建等、各種相談を受け付ける。 
● 復興相談所は、臨時市民相談室の相談業務に加え、建築制限等、復興まちづくりに関する

相談も受け付ける。 
 
 

《行動の手順》(【 】内は実施責任担当課。点線枠は災害対策本部の仕事。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各行動段階の手順と方法 
❶常設の住民相談窓口とは別に臨時市民相談室を開設 
❷関係各部課は、臨時市民相談室の開設に合わせて個別相
談窓口を開設するとともに、臨時市民相談室への情報提
供及び要員派遣等の支援を実施 

❸必要に応じて、関係課を通じて各専門家団体に専門家の
派遣を要請 

 

❶第一次建築制限に伴い、復興相談所を設置。臨時市民相
談室は復興相談所の相談内容に対応して機能を拡充 

❷各部課及び関係機関における個別相談窓口との連携を確
保 

❸他県市に避難している被災者からの相談も受け付けられ
るよう、各自治体との連携 

❶第二次建築制限の実施により、まちづくりに関する情報
提供も実施 

❷復旧・復興状況によって、復興相談所の縮小や閉鎖を検
討 

発災 

復興相談所の設置 
【被災生活支援本部】 

2週間 

復興相談所の継続・縮小 
【被災生活支援本部】 

臨時市民相談室の開設 
【被災生活支援本部】 

1週間以内 

被災生活支援本部 生活再建支援マニュアル 
５-(４)「相談受付グループ」業務を参照 

復興体制 
7 節2 

第 7節 広報･相談体制 

相談窓口の設置 

主管課 被災生活支援本部（生活再建支
援班） 関係部課 被災生活支援班（市民要望受付

班、福祉班） 
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事
前
準
備 

◆ 各専門家団体のリストを作成する。 
◆ 相談内容の記録様式を作成(「震災時用」と記入)する。 
 

留
意
事
項 

◆ り災証明書交付と連携して相談を行う。 
◆ 障がいのある人、外国人等への情報提供方法に留意する。 
◆ 可能な限り窓口は一本化し、かつ市民にとってアクセスのよい場所に複数設置

し、効率的に相談を受け付けるよう留意する。 
◆ 相談方法(電話又は面接)は、相談窓口のスペースや電話等の設備に応じて決定

する。 
◆ 設置期間は、復興計画期間中を想定する。 
 

検
討
課
題 

◆ 相談内容記録様式については、住民の被害・生活状況調査のデータベースとリ
ンクできるようなシステムの構築を検討する。 

◆ 相談窓口のレイアウト計画について会場ごとに検討する。 
◆ 開設日時、人員配置等、運営体制を検討する。 
 

 

この頁で必要な物品 
□相談内容記録様式 
□ 
□ 
□ 
 

□ 
□ 
□ 
□ 
 

発災 避難生活期 復興始動期 本格復興期 
～１週間 ～２週間 ～１ヶ月 ～２ヶ月 ～４ヶ月 ～６ヶ月 ６ヶ月～ 

 

本格復興期 復興始動期 避難生活期 発災 
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※臨時市民相談室を市庁舎に開設した場合のイメージ 

 

 
■被災直後～               

【臨時市民相談室】 

○設置場所：空いている公共施設内 

（左図は市庁舎の場合のイメージ） 

○相談内容： 

・被災者への経済的な支援 

・応急仮設住宅に関する情報提供 

・住宅の修理や再建に関する相談 等 

市庁舎等 

市庁舎等 

復興相談所 

■被災２週間後(第一次建築制限の実施)～ 

【復興相談所】 

○設置場所：災害班の拠点施設内 

※被害概況を踏まえて開設する 

※臨時市民相談室は相談内容に対応

して機能を拡充する 

○相談内容： 

（上記相談内容に加えて） 

・建築制限に関する情報提供 等 

第一次建築制限区域 

臨時市民相談室 
（地域防災計画） 

災害班拠点 

市庁舎等 

復興相談関連の流れ（イメージ） 

災害班拠点 

■被災２ヶ月後(第二次建築制限の実施)～ 

【復興相談所】（継続・縮小） 

○設置場所：災害班の拠点施設内 

※復旧・復興状況によっては縮小や

閉鎖を検討する 

○相談内容： 

（上記相談内容に加えて） 

・まちづくりに関する情報提供 等 

重点復興地区（一部復興促進地区） 

災害班拠点 

復興相談所 

復興相談所 

継続・縮小 

第二次建築制限区域 

継続・縮小 

継続 

地域復興協議会事務所 

※地域復興協議会とは、地域住民が立ち上げた組織。 

※既存公共施設に設置し、協議会は復興まちづくりの情報提供等を行う。市は必要に応じ

て職員・専門家を派遣する。（第３章２節１「協議会事務所の開設」P3-18参照） 

災害班拠点 

復興相談所 

復興相談所 

大被害地区・中被害地区が多い災害班の管轄エリア 

復興相談所 

災害復興本部が設置された場合 


